
船舶事故等調査報告書 

平成２２年２月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９門第１６２号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年１０月３０日（金） １５時２３分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市若松区妙見埼北北東沖 妙見埼灯台から真方位０１４°１,

９５０ｍ付近（概位 北緯３３°５７.２′ 東経１３０°４１.３′） 

事故等調査の経過  平成２１年１１月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油送船 第八近
きん

雄
ゆう

丸、６９９トン 

   １３３４０３、横田海運有限会社 

Ｂ モーターボート 美幸
みゆき

丸、５トン未満（長さ７.８６ｍ） 

   ２９０－３４０７９福岡、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、三級海技士（航海） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部槍出しを脱落 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか４人が乗り組み、約１２.５ノットの対地速力で自動

操舵により東進中、Ｂ船は、船長Ｂ１人が乗船し、船首を南に向けて、釣

りをしながら漂泊中、平成２１年１０月３０日１５時２３分ごろ、Ａ船の

左舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風 ほとんどなし、視界 良好 

海象：波 ほとんどなし、潮流 ほとんどなし 

その他の事項 船長Ａは、天気が良かったので、レーダーを使用していなかった。ま

た、双眼鏡を使用した見張りを行っていなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、妙見埼北北東沖を東進中、船長Ａが、

前方の適切な見張りを行わなかったことから、前

路で漂泊中のＢ船に気付かなかった可能性がある

と考えられる。 

 Ｂ船は、パラシュート型アンカーを使用して漂

泊中、船長Ｂが、衝突を避けるため、パラシュー

ト型アンカーを揚収し、後進した可能性があると

考えられる。 

原因  本事故は、妙見埼北北東沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船が漂泊中、Ａ

船が前方の適切な見張りを行わなかったため、前路のＢ船に気付かずに航

行し、両船が衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。 

 




